
 

平成 20（2008）年 12 月 24 日                平成 23(2011)年 3 月 23 日 

 

 

 

平成 22 年度独立行政法人都市再生機構 

事業評価監視委員会の開催等について 

 

独立行政法人都市再生機構では、平成 23 年 2 月 28 日に平成 22 年度第 4回事業評価監視委

員会を開催しましたので、その開催概要等についてお知らせします。 

 

記 

 

１．平成 22 年度第 4回事業評価監視委員会の開催概要 

 

(1) 開催日等 

  ① 日  時：平成 23 年 2 月 28 日（月） 15:00～17:30 

  ② 開催場所：独立行政法人都市再生機構 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 15 階大会議室 

 

(2) 事業評価監視委員会委員（敬称略・五十音順） 

・井 上   繁         （常磐大学コミュニティ振興学部長） 

・岩 沙 弘 道         （三井不動産株式会社代表取締役社長） 

・金 安 岩 男         （慶應義塾大学環境情報学部教授） 

・岸 井 隆 幸         （日本大学理工学部教授） 

・黒 川  洸（委員長代理）  （東京工業大学名誉教授） 

・定 行 まり子         （日本女子大学家政学部教授） 

・只 腰 憲 久         （財団法人東京都新都市建設公社理事長） 

・巽  和 夫（委員長）    （京都大学名誉教授） 

・奈 良 道 博         （弁護士） 

 

なお、巽委員長及び岸井委員は欠席。 

 

(3) 議事 

① 委員長欠席に係る職務の代理について 

② 本委員会の議事内容等について 

③ 審議事項（事業評価）の説明 

・再評価実施事業の対応方針案について…【別紙１】(1)のとおり 

・事後評価実施事業の対応方針案について･･･【別紙１】(2)のとおり 



 

④ 審議及び意見具申 
⑤ 都市再生機構事業評価監視委員会都市再生事業実施基準検討等専門部会からの報告

について…【別紙２】のとおり 

⑥ 審議事項（都市再生事業実施基準適合検証）の説明 

・都市再生事業実施基準の適合検証結果について…【別紙３】のとおり 

⑦  審議及び意見具申 

 

(4) 議事概要 

① 委員長欠席に係る職務の代理について 

  巽委員長の急病による欠席のため、独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会

規程第 3 条第 6 項の規定により、黒川委員長代理が委員長職務代理として本委員会の

議事運営を行うこととなった。 

 

② 本委員会の議事内容等について 

  今回の議事の概要について説明を行った。 

 

③ 審議事項（事業評価）の説明 

・ 再評価実施事業の対応方針案について 

再評価実施事業 4 件に関して、事業目的、事業の実施環境等の概要、対応方針案

及び対応方針案決定の理由について、都市機構から説明した。 

・ 事後価実施事業の対応方針案について 

第 2 回委員会で抽出された事後評価実施事業 2 件に関して、事業目的、事業の実

施環境等の概要、対応方針案（今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性の有

無並びにその根拠）、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要

性等（当該事業からの知見等）について、都市機構から説明した。 

 

④ 審議及び意見具申（審議結果） 

  上記の説明が行われたのち、「再評価実施事業の対応方針案について」は【別紙１】

(1)のとおり、また、「事後評価実施事業の対応方針案等について」は【別紙１】(2)の

とおり、意見具申があった。 

 

⑤ 都市再生機構事業評価監視委員会都市再生事業実施基準検討等専門部会からの報告

について 

    事業評価監視委員会都市再生事業実施基準検討等専門部会の開催概要について、専

門部会並びに都市機構から説明を行った。 

 

⑥ 審議事項（都市再生事業実施基準適合検証）の説明 

・ 都市再生事業実施基準の適合検証結果について 

   都市再生事業実施基準の適合検証対象事業 3 件に関して、事業の実施概要等及び



 

適合検証結果について、都市機構から説明した。 

 

⑦ 審議及び意見具申（審議結果） 

上記の説明が行われたのち、【別紙３】のとおり、検証結果に係る意見具申があった。 

 

 

２．事業評価実施事業の対応方針 

（平成 23 年 3 月 16 日 都市機構にて決定）…【別紙４】のとおり 

 

３．事業評価監視委員会提出資料等の公開 

平成 23 年 4 月上旬を目途に都市機構支社等にて閲覧に付す。 

 

お問い合わせは下記へお願いします。 

【事業評価について】 

本社 経営企画部 投資管理室 

    （電話）０４５－６５０－０３８４ 

 

【事業実施基準適合検証について】 

本社 都市再生企画部 企画第２チーム 

（電話）０４５－６５０－０４６５ 

 

 本社 カスタマーコミュニケーション室 報道担当 

    （電話）０４５－６５０－０８８７ 



【 別 紙 １ 】 

平成２２年度第４回事業評価監視委員会の審議の概要 

 

(1) 再評価実施事業の対応方針とそれに対する委員会の意見 

対応方針案 
地区名 所在地 

理由及び事業中止に伴う事後措置の内容 

左記に対する

事業評価監視

委員会の意見

事業継続 

大手町
おおて ま ち

地区 

〔土地区画整理事業〕 

東京都 

千代田区 

〔理由〕 

・当初計画のとおり、平成２５年度換地処分

に向け、着実な進捗が見込まれることから

「事業継続」。 

対応方針案の

とおり 

事業継続 

千葉北部
ち ば ほ く ぶ

地区 

（公共下水道） 

〔特定公共施設整備事業〕 

千葉県 

印西市 

〔理由〕 

・当該事業は、大規模宅地開発に伴う下水の

発生に対応するための管渠整備であり、これ

らの整備により開発宅地への浸水被害に対す

る安全性と良好な生活環境の確保が期待でき

る。また、残事業も平成２５年度完成予定であ

ることから「事業継続」。 

対応方針案の

とおり 

事業継続 

流山新市街地
ながれやましんしがいち

地区 

（公共下水道） 

〔特定公共施設整備事業〕 

千葉県 

流山市 

〔理由〕 

・当該事業は、一体型特定土地区画整理事業に

伴う下水の発生に対応するための管渠整備で

あり、これらの整備により開発宅地への浸水被

害に対する安全性と良好な生活環境の確保が

期待できる。また、残事業も平成２５年度完成予

定であることから「事業継続」。 

対応方針案の

とおり 

事業継続 

葛城
かつらぎ

・萱丸
かやまる

地区 

（公共下水道） 

〔特定公共施設整備事業〕 

茨城県 

つくば市 

〔理由〕 

・当該事業は、一体型特定土地区画整理事業に

伴う下水の発生に対応するための管渠整備で

あり、これらの整備により開発宅地への浸水被

害に対する安全性と良好な生活環境の確保が

期待できる。また、残事業も平成２５年度完成予

定であることから「事業継続」。 

対応方針案の

とおり 



 

(2) 事後評価実施事業の対応方針とそれに対する委員会の意見 

地区名 所在地 対応方針案等 

左記に対する

事業評価監視

委員会の意見

今後の事後 

評価の必要性

無 

・今回の事後評価により、当事業の目的

である、健全かつ良好な居住環境を有す

る市街地の整備を達成し、事業の効果を

発現していることが十分に確認できたた

め、今後の事後評価は必要としない。 

改善措置 

の必要性 

無 

・事業により、公共施設の整備や利便施

設の立地など良好な居住環境を有する

市街地が形成されており、事業目的を

達成していると認識できるため、改善措

置は必要としない。 

横浜北部新都市
よ こ は ま ほ く ぶ し ん と し

 

第一
だいいち

・第二
だ い に

地区 

（港北ニュータウン）

［土地区画整理事業］

神奈川県 

横浜市 

同種事業の計

画・調査のあり

方や事業評価

手法の見直し

の必要性等 

（当該事業から

の知見等） 

・ 当地区は、都市のスプロール防止及

び急激な人口増に対応したニュータウ

ン開発を目的として事業を開始し、その

後の社会情勢の変化に対応して土地利

用計画を見直すこと等で多機能複合都

市の形成を図り、郊外部のニュータウン

開発の先導的な役割を果たした。 
 

・ 当地区の開発にあわせ、横浜市営地

下鉄3号線、同4号線及び第三京浜道

路都筑IC等の広域インフラが整備され

るとともに、バス路線も拡充される等、

地域の交通ネットワークの形成に寄与

した。 
 

・ 当地区で行われた申出換地は、土地

利用を計画的に配置させるとともに、

権利者の土地活用意向を最大限に引

き出すこと、及び権利者の将来の生活

再建対策に資することを目的とした手

法であり、この新たな換地手法は、そ

の後各地区で採用されるモデルケース

となった。 
 

・ 当地区では、地区内の緑道を骨格と

して、公園や民有地の斜面樹林などを

連結し貴重な緑の資源を保存すると同

時に、これらを地区の空間構成の要と

することで魅力あるまちづくりを行い、そ

の後の開発事業に大きく影響を与えた。 

対応方針案の

とおり 

 

 

社会経済状

況の変化に、

より対応し

た仕組みの

検討に努め

ること。 



地区名 所在地 対応方針案等 

左記に対する

事業評価監視

委員会の意見

今後の事後 

評価の必要性

無 

・今回の事後評価により、当事業の目的

である、都市型住宅供給等による土地

の合理的かつ健全な高度利用と都市機

能の更新を達成し、事業の効果を発現

していることが十分に確認できるため、

今後の事後評価は必要としない。 

改善措置 

の必要性 

無 

・事業により、良好な複合市街地が形成さ

れており、事業目的を達成していると認

識できるため、改善措置は必要としない。 

薬院大通り西
やくいんおおどおりにし

地区 

［市街地再開発事業］

福岡県 

福岡市 

同種事業の計

画・調査のあり

方や事業評価

手法の見直し

の必要性等 

（当該事業から

の知見等） 

当地区では、社会経済情勢の急激な

変化に伴い、民間での事業実施が困難

な状況下において、当時の公団が参画し

たものであり、以下の取り組みを行った。 

 

・良質な都市型住宅の供給（再開発事

業により公団賃貸住宅の円滑な建て

替えを行い、都心居住を推進） 
 

・高齢化社会に対応した福祉・医療施

設の導入 
 

・生活利便性の向上に資する生活支

援施設の導入 
 

・地下鉄七隈線開業にあわせ、新駅

の出入り口を設置、市営駐輪場を整

備、また都市計画道路の拡幅など公

共施設を整備 
 

 ・特定業務代行制度を活用し、適切に

民間を誘導 

 

これらは、機構による都市再生の先

導的な取り組みであり、今後も、このよう

な都市再生事業に積極的に取り組んで

いきたい。 

対応方針案の

とおり 

 

 

社会経済状

況の変化を

踏まえつつ、

事業の目的

に配慮した

管理運営体

制の仕組み

の構築が今

後必要。 

 
 



【 別 紙 ２ 】 

 

 

事業評価監視委員会都市再生事業実施基準検討等専門部会の開催概要 

 

 

以下の通り、同専門部会を開催した。 

 

 

第四回同専門部会 

開 催 日：平成２２年１２月２４日（金）１０：００～１２：００ 

議 題： 

①都市再生事業実施基準の明確化について（パブリックコメント案について） 

②トータル・リスクコントロールの検討について 

③情報開示及び事業評価方法についての検討 

出席委員：黒川部会長、只腰副部会長、安念委員、谷口委員、髙木委員、草野委員、 

土居委員、船岡委員 

 

第五回同専門部会 

開 催 日：平成２３年２月１４日（月）１５：００～１７：００ 

議 題： 

①業務方法書の改正案について 

②トータル・リスクコントロールの検討について 

③情報開示及び事業評価方法についての検討 

出席委員：黒川部会長、只腰副部会長、安念委員、谷口委員、髙木委員、草野委員、 

船岡委員 

 

 

以 上 



【 別 紙 ３ 】 

 

都市再生事業実施基準の適合検証結果とそれに対する委員会の評価 

 

地 区 名 田町駅東口北地区 

 所 在 東京都港区芝浦１丁目、３丁目 

 事 業 手 法 土地区画整理事業（個人施行同意型） 

 地 区 面 積 ７．７ha 

 採 択 年 度 平成２０年度 

位 置

・ 交 通 条 件
ＪＲ山手線「田町」駅 徒歩１～４分 

従 前 の 状 況

【用途地域等】

【権 利 者 数】 

【既存家屋数等】 

【土地利用状況】 

準工業地域（60／400）、商業地域（80/500、一部） 

４名（港区、東京ガス㈱、東京電力労組、東京ﾓﾉﾚｰﾙ）

幼稚園・小学校、港区支所、スポーツセンター他 

港区施設（上記）、研究所跡地、公園等 

平成 16 年 8 月 都市・居住環境整備重点地域に指定 

平成 18 年 9 月 「品川周辺地区都市・居住環境整備基本計画」の公表 

平成 19 年 10 月 港区による「田町駅東口北地区街づくりビジョン」の公表 
平成 20 年 6 月 港区による公共公益施設基本構想の公表 
平成 21 年 5 月 

平成 22 年 1 月 

港区による公共公益施設基本計画の公表 
港区による公共公益施設基本設計の公表 

事 業 の

経 緯

平成 22 年 3 月 港区・東京ガスからの施行要請 

地

区

の

概

要 

そ の 他 － 

計  画  諸  元

 

 

○事業計画概要 

・ 「田町駅東口北地区街づくりビジョン」を受け、大規模敷地の土地利

用転換にあわせ、土地区画整理事業等による基盤整備等の実施に

より、民間投資を誘発し、商業・業務等の複合拠点と公共公益施設

の形成を図る。 

 

○土地利用計画 
 

 従前 従後 

公共用地 面積 割合 面積 割合 

道路 1.6ha 20.4％ 1.6ha 20.8％ 

公園 0.5ha 6.0％ 0.7ha 8.8％

計 2.0ha 26.4％ 2.3ha 29.6％

宅 地 5.7ha 73.6％ 5.4ha 70.4％

合 計 7.7ha 100.0％ 7.7ha 100.0％
 



政策的意義

基準細則第１条第１項第１号ロ（拠点形成）に該当 

・ 当地区は都市・居住環境整備重点地域に位置づけられ、「環境

モデル都市づくり、千客万来の都市づくり、東京サウスゲートの形

成に向けたまちづくりを推進する（都市・居住環境整備基本計

画）」とともに「水辺や緑を感じられる、環境と共生した魅力的な複

合市街地の形成（港区まちづくりマスタープラン）」を目指すことと

されている。 

・ 本事業は、港区が策定した「街づくりビジョン」の実現に向け、大

規模敷地の土地利用転換にあわせ、基盤整備（道路整備、都市

計画公園整備等）を実施し、業務、商業、文化・交流、スポーツ・健

康増進・医療、公共サービス・防災機能等の公共公益機能を備え

た複合市街地の拠点形成を図る事業。 

適

合

民間のみで

は実施困難

な要因 

基準細則第１条第１項第２号 ニ（中立性・公共性）に該当 

・ 本事業は、区有地と民間事業者用地との土地交換を前提とした

事業であり、地区内には公共団体及び民間事業者という属性の

異なる権利者が存在する。 

このため、関係者間の合意形成のためには中立・公平な立場で

事業推進に向けた調整を行うことが必要とされ、公的機関として

の関与が求められている。 

適

合

地方公共団

体の意向 
港区から土地区画整理事業の施行に係る要請を受領済。 

適

合

政

策

的

意

義

及

び

民

間

の

み

で

は

実

施

困

難

な

要

因 

地権者等の

意向 

土地所有者である東京ガス（及び港区）から土地区画整理事業の

施行に係る要請を受領済。 

適

合

事業の採算性 
事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事業収

支はともに適正に確保されている。 

適

合

事 

業 

実 

施 

基 

準 

の 

適 

合 

状 

況 

適切な民間誘導 

基盤等の整備後の土地において売却する保留地は発生しないが、

地権者が選定した民間事業者と連携し、地区西側街区において業

務・商業機能を誘導するよう調整を進めてきている。 

適

合

検 証 結 果 適合・不適合（いずれかに○） 

 
 
 
 
 

上記検証結果に対す

る事業評価監視委員

会の評価 

都市再生事業実施基準に従い、適切に検証が行われている。 



田町駅東口北地区 

 

 

 
 

位置図 

区域図 

当頁内の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図
２５０００（空間データ基盤）、数値地図２５００（空間データ基盤）及び基盤地図
情報を使用した。（承認番号 平 22業使、第 74号）なお、本成果品を第三者がさら
に複製又は使用する場合には、国土地理院長の承認を得る必要がある。 

対象地

三田駅

三田駅

田町駅

Ｊ
Ｒ
山
手
線 

都
営
三
田
線 

都
営
浅
草
線 

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル

ＪＲ田町駅 
港区ｽﾎﾟｰﾂ
ｾﾝﾀｰ 

芝浦小学校

芝浦港 
南支所 

東京ガス 

東京モノレール 

ＪＲ山手線 

礎会館 

東京工大附 
科学技術高 

三菱自動車 
工業本社 

森永プラザ 
ビル 



田町駅東口北地区

平成22年度 第4回事業評価監視委員会

都市再生事業実施基準
検証結果

平成23年2月28日
独立行政法人都市再生機構



◆所在地
港区芝浦一、三丁目

◆交通条件
ＪＲ山手線田町駅より
徒歩１～４分

田町
駅

当頁内の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図２５０００（空間データ基盤）、
数値地図２５００（空間データ基盤）及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平22業使、第74号）なお、本成果品を
第三者がさらに複製又は使用する場合には、国土地理院長の承認を得る必要がある。

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル

JR
山
手
線

都営
浅草
線

位置図

都営三田線

三田
駅

三
田
駅

対象地区

500m

芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞ



JR田町駅

土地区画整理
事業地区(7.7ha)

地区の現況

芝浦小学校跡地(1.0ha)

芝浦港南支所(0.1ha)

芝浦公園(0.4ha)

礎会館(0.1ha)

東京モノレール

港区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(1.3ha）

東京ガス(3.2ha)

鹿島橋

当頁内の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図２５０００（空間データ基盤）、
数値地図２５００（空間データ基盤）及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平22業使、第74号）なお、本成果品を
第三者がさらに複製又は使用する場合には、国土地理院長の承認を得る必要がある。



事業の経緯

港区・東京ガスからの施行要請Ｈ２２． ３

港区による公共公益施設基本設計の公表Ｈ２２． １

港区による公共公益施設基本計画の公表Ｈ２１． ５

港区による公共公益施設基本構想の公表Ｈ２０． ６

内 容時 期

港区による「田町駅東口北地区街づくりビジョン」の公表Ｈ１９．１０

「品川周辺地区都市・居住環境整備計画」の公表Ｈ１８． ９

都市・居住環境整備重点地域に指定Ｈ１６． ８



【品川周辺地域都市・居住環境整備基本計画】

○将来像
「環境モデル都市づくり」「千客万来の都市づくり」「東京サウスゲートの形成」
○田町～芝浦のまちづくり
・「都心に近接するポテンシャル」「運河が入り込んだ地形」を活かした魅力ある
複合機能を誘導
・田町駅東口周辺は大規模敷地の土地利用転換を誘導

【港区まちづくりマスタープラン】
・水辺や緑が感じられる環境と共生した魅力的な複合市街地の形成
・田町駅周辺は大規模敷地の土地利用転換により、商業・業務機能・教育文化交流
機能などを備えた地域の形成、環境に配慮したまちづくりを実施

【田町駅東口北地区街づくりビジョン】
・緑豊かなオープンスペースの創出
・公共公益施設の一体的な整備
・複合拠点形成と歩行者ネットワークの構築

（H18.9 東京都）

（H19.10 港区）

上位計画等

（H19.4 港区）



土地区画整理事業の概要

＜土地利用計画図＞

区画道路４号

区画道路１号

区
画
道
路
２
号

区
画
道
路
３
号

地区幹線道路１号

地区幹線道路２号

街区公園

ＪＲ田町駅



土地区画整理事業の概要

7.7ha合 計7.7ha合 計

5.4ha計5.7ha計

5.4ha
(設定無)

宅地
(うち保留地)宅

地

5.7ha宅地宅
地

2.3ha計2.0ha計

0.7ha公園0.5ha公園

1.6ha道路公
共
用
地

1.6ha道路公
共
用
地

施 行 後施 行 前

＜施行前後面積内訳＞



H24 H28

都
市
計
画

H27 H29～

施
設
立
地

区
画
整
理

H26H25H23H22年度

予定スケジュール

施
行
認
可

換
地
処
分

公
園
都
計
変
更

愛育病院建設

供給処理施設移設

道路・下水道等整備

公園整備

（２期）
公共公益施設建設

（１期）

※ 民間施設立地にかかるスケジュールは未定

※



○政策的意義

適
合

■低未利用地の土地利用転換による都市機能高度化、既成市街
地における拠点の形成 （基準細則第１条第１項第１号ロ）

• 当地区は都市・居住環境整備重点地域に位置づけられ、「環境
モデル都市づくり、千客万来の都市づくり、東京サウスゲートの
形成に向けたまちづくりを推進する（都市・居住環境整備基本計
画）」とともに「水辺や緑を感じられる、環境と共生した魅力的な
複合市街地の形成（港区まちづくりマスタープラン）」目指すこと
とされている。

• 本事業は、港区が策定した「街づくりビジョン」の実現に向け、大
規模敷地の土地利用転換にあわせ、基盤整備（道路整備、都市
計画公園整備等）を実施し、業務、商業、文化・交流、スポーツ・
健康増進・医療、公共サービス・防災機能等の公共公益機能を
備えた複合市街地の拠点形成を図る事業。

政策的
意義

事業実施基準への適合



○民間のみでは実施困難な要因及び関係者の意向

適
合

土地所有者である東京ガス（及び港区）から土地区画整理事業
の施行に係る要請を受領済。

地権者等の
意向

適
合

港区から土地区画整理事業の施行に係る要請を受領済。
地方公共団
体の意向

適
合

■公的機関としての中立性・公共性（基準細則第１条第１項第２号ニ）に
該当

• 本事業は区有地と民間事業者用地との土地交換を前提とし
た事業であり、地区内には公共団体及び民間事業者という属
性の異なる権利者が存在する。このため、関係者間の合意形
成のためには中立・公平な立場で事業推進に向けた調整を
行うことが必要とされ、公的機関としての関与が求められてい
る。

民間のみで
は実施困難
な要因

事業実施基準への適合



○事業の採算性及び適切な民間誘導

公 表 対 象 外
支出

収入

適
合

基盤等整備後の土地において売却する保留地は発生しないが、
地権者が選定した民間事業者と連携し、地区西側に業務・商業
機能を誘導するよう調整を進めてきている。

適切な民
間誘導

適
合

事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値は適正に
確保されている。

○キャッシュフロー（利払い前）

○機構版NPV ： 公表対象外

事業の採
算性

事業実施基準への適合

適合検証結果



 

地 区 名 三鷹市民センター周辺地区 

 所 在 東京都三鷹市新川六丁目 716 番 7 ほか 

 事 業 手 法 防災公園街区整備事業 

 地 区 面 積 約 2.0ha（うち市街地部分：約 0.5ha） 

 採 択 年 度 － 

位 置

・ 交 通 条 件
ＪＲ三鷹駅バス約 10 分 

従 前 の 状 況

【用 途 地 域 等】

 

【権 利 者 数】

【土地利用状況】

準工業地域、第一種住居地域（60/200） 

都市計画市場 

権利者総数 3 名（個人 2 者、法人１者） 

青果市場跡地、賃貸マンション、タクシー営業所 

事 業 の

経 緯

平成 21 年 3 月 

平成 23 年 1 月 

平成 23 年 1 月 

平成 23 年 2 月 

 

 

事業化要望（市⇒国交省） 

事業要請（市⇒都市機構） 

公園直接施行同意申請 

市議会議決（公園直接施行、公園設置区域公告、

債務負担） 

三鷹市及び機構間で基本協定締結 

地

区

の

概

要 

そ の 他 － 

計  画  諸  元

○事業計画概要 
三鷹市役所隣接の大規模敷地（一時避難場所指定）を確保し、

災害の復旧活動拠点として機能する防災公園の整備により地域の

防災性を向上するとともに、あわせて老朽化した公共公益施設敷地

の整備を行い生活交流拠点の形成を図ることで、市が最重点プロジ

ェクトに掲げる「安心・安全のまちづくり」及び「都市の更新・再生」を

一体的に推進する。 
 

 

現行計画 
事 項 

市街地 公園 

整備面積 約 5,094 ㎡ 約 15,336 ㎡ 

用途 公益施設用地、市道 防災公園 

 



政策的意義

基準細則第１条第１項第１号ロ（拠点形成）、ニ（安全・安心）に該当。

・ 三鷹市第３次基本計画（第2次改定）において位置づけられた市

民センター周辺等の公共施設再配置の検討・公共施設等の計画

的なリニューアルといった政策課題を踏まえ、市場跡地の土地利

用転換にあわせ、総合保健センターや体育館等の公共公益施設

の更新・集約化に必要な敷地の取得及び整備を行うことで、生活・

交流拠点の形成を図る事業。 

・ 地域防災計画において一時避難場所として位置付けられている

地区において、災害時の復旧活動拠点として機能する防災公園を

整備することにより、地域の防災性の向上を図る事業。
 

適

合

民間のみで

は 実 施 困

難な要因 

基準細則第１条第１項第２号ニ（公共性）、ホ（施行権能）に該当。 

・ 三鷹市は、「公共公益施設の再編」、「災害に強いまちづくり」を具

現化するためには、個人地権者の土地も含み一体的に整備を行う

必要があることから、公的機関である機構の事業実施を要望。 

・ 大規模な公共施設である防災公園の整備を行う必要があること

から、機構が有する施行権能に基づき事業を行うことが合理的で

ある（なお防災公園に隣接する市街地部分も三鷹市に公共公益施

設用地として譲渡）。 

適

合

地方公共団

体の意向 
三鷹市から防災公園街区整備事業に係る事業要請を受領。

 適

合

政

策

的

意

義

及

び

民

間

の

み

で

は

実

施

困

難

な

要

因 

地 権 者 等

の意向 
土地所有者から防災公園街区整備事業に係る事業要請を受領。 

適

合

事業の採算性 
事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事業収

支はともに適正に確保されている。 

適

合

事 

業 

実 

施 

基 

準 

の 

適 

合 

状 

況 
適切な民間誘導

整備済みの敷地（施設敷地及び道路用地）は、公共公益施設用地

として市に特定譲渡するため、基準細則第３条第２項第２号（公共団

体等への土地譲渡）の規定により確認不要 

-

検 証 結 果 

 

適合・不適合（いずれかに○） 

 
 
 
 
 

上記検証結果に対す

る事業評価監視委員

会の評価 

都市再生事業実施基準に従い、適切に検証が行われている。 

 

 



 

三鷹市民センター地区〔防災公園街区整備事業〕 

位 置 図 

 
区 域 図 

 

三鷹市役所

東八道路 

       

      0        300m 
Ｎ

計画地 

計画地から三鷹駅まで約2km 

50 150m100 

新ごみ処理施設建設地 

市民センター 

福祉会館

人見街道 

公会堂 

市役所 

体育館（第1、第2）

東八道路 



三鷹市民センター地区

平成22年度 第4回事業評価監視委員会

都市再生事業実施基準
検証結果

平成23年2月28日
独立行政法人都市再生機構



■位置図（広域）■位置図（広域）

三鷹駅三鷹駅 吉祥寺駅吉祥寺駅

京王線京王線

新宿駅新宿駅

小田急線小田急線

三鷹市三鷹市

調布市調布市

武蔵野市武蔵野市

小金井市小金井市 杉並区杉並区

世田谷区世田谷区

狛江市狛江市

JRJR中央線中央線

京王井の頭線京王井の頭線

三鷹市民センター周辺地区三鷹市民センター周辺地区
■所在地

三鷹市新川６丁目

■交通条件

新宿駅→三鷹駅（JR中央線特快14分）

三鷹駅→市民センター（約２km（バス約10分））

渋谷駅渋谷駅

11



■位置図（市域）■位置図（市域）

22

JRJR三鷹駅三鷹駅 JRJR吉祥寺駅吉祥寺駅

調布市調布市

東八道路東八道路

三鷹市三鷹市

三鷹市民センター三鷹市民センター
周辺地区周辺地区
（約（約2.0ha2.0ha））

新宿から特快2駅（14分）

500m500m

1,000m1,000m

駅から約2km（バス10分）



■航空写真■航空写真

青果市場跡地

賃貸ﾏﾝｼｮﾝ市民センター

ふじみ衛生組合リサイクルセンター

ﾀｸｼｰ営業所

総合保健ｾﾝﾀｰ

33

調布市 三鷹市
東八道路



■地区の現況（区域図・土地所有状況）■地区の現況（区域図・土地所有状況）

調布市 三鷹市

第二体育館第二体育館

第一体育館第一体育館

福祉会館福祉会館

土地所有者Ａ
約0.06ha

土地所有者Ａ
約0.06ha

土地所有者B
約0.08ha
土地所有者B
約0.08ha

三鷹市役所三鷹市役所

公会堂公会堂

東八道路東八道路
区域面積：約区域面積：約2.0ha2.0ha

ふじみ衛生組合リサイクルセンター

(不燃・粗大ごみ処理資源化施設)

市民センター

三鷹市
（総合保健ｾﾝﾀｰ）

三鷹市
（総合保健ｾﾝﾀｰ）

44

土地所有者Ｔ社
約1.9ha



都市計画図

■地区の現況（用途地域等）■地区の現況（用途地域等）

東八道路東八道路

調布市 三鷹市

用途地域：準工業地域用途地域：準工業地域

第一種住居地域第一種住居地域

都市計画市場廃止及び都市計画市場廃止及び
公園都市計画決定公園都市計画決定

H23.1H23.1

60/20060/200
60/20060/200

60/20060/200
60/20060/200

55



■事業の経緯■事業の経緯

三鷹市から都市再生機構に防災公園街区
整備事業の事業要請

平成23年1月

時 期 内 容

平成19年5月 青果市場閉鎖

平成20年4月 三鷹市第3次基本計画（第2次改訂）策定
平成21年3月 三鷹市が国土交通省に防災公園街区整備

事業の事業化要望

平成21年3月 三鷹市都市再生ビジョン策定

平成21年5月 三鷹市と都市再生機構との包括協定締結

平成22年3月 市民センター整備基本プラン策定

平成23年1月 都市計画決定（公園等）

平成23年2月 三鷹市議会議決、基本協定締結
66



■上位計画等■上位計画等

○三鷹市と都市再生機構との包括協定の締結（H21.5）○三鷹市と都市再生機構との包括協定の締結（H21.5）

・市民センター周辺地区等で、相互の連携を強化し、市の公共公益施設の整備・再配置
を中核とした都市再生に資する多様なまちづくりを協働で推進することを「三鷹市と独立
行政法人都市再生機構との都市再生の推進に関する基本協定書」(包括協定）にて締結

○三鷹市第３次基本計画（第２次改定）（H20.4）○三鷹市第３次基本計画（第２次改定）（H20.4）
・最重点プロジェクトのうち「安全安心のまちづくりプロジェクト」（公園、地区公会堂など

の防災拠点化の推進、災害用備蓄倉庫の充実、等）、「都市の更新・再生プロジェクト」

（市民センター周辺等の公共施設再配置の検討、等）

○三鷹市都市再生ビジョン （H21.3）○三鷹市都市再生ビジョン （H21.3）
・市民センター周辺地区について、青果市場跡地を活用した公共公益施設の整備・再配

置について都市再生機構と連携し事業化に向けた検討を進めると位置づけ

○市民センター周辺地区整備基本プラン（H22.3）○市民センター周辺地区整備基本プラン（H22.3）
・市民センター周辺地区において、防災公園、健康・スポーツ施設を整備するとともに老

朽化した公共施設の集約化等を図る土地利活用・整備の方針を策定し、施設配置等

のイメージ・ゾーニング案を提示

・防災公園等の整備のために都市再生機構の防災公園街区整備事業の活用をメイン

に検討することを言及 77



88

■整備基本計画図（案）、断面図■整備基本計画図（案）、断面図((案）案）



99

■防災公園としての機能配置図（案）■防災公園としての機能配置図（案）

東側広場：
・一時的避難生活の支援を行う
諸機能がまとまった広場

芝生広場：一時避難場所の
中心となる広がり空間

車輌出入口

車輌出入口
救急車出入等

災害対策本部
・

災害医療対策
実施本部 等市街地部分

オープンスペース：
避難広場の補助機能

Ｗ

救急車出入等

炊き出し
スペース

給水活動
スペース

耐震性
貯水槽

災害用トイレ

備蓄倉庫

西側広場：芝生広場と一体となって
一時避難場所となる広場

市街地部分 ⇔ 公園

災害用井戸

道路拡幅
（４ｍ⇒６ｍ）

防火樹林帯



■■防災公園の整備効果防災公園の整備効果

一時避難場所
（都立三鷹高校）

調布市域

三鷹市域

一時避難場所の確保
避難圏域人口：約7450人

500m500m

1010



■今後のスケジュール■今後のスケジュール((予定）予定）

1111

市街地土地譲渡（施設敷地）平成25年3月

内容時期

都市計画事業承認(公園)平成24年3月

工事開始平成25年4月

市街地土地譲渡（道路敷地）

公園工事完了公告

平成29年3月

事業協定締結平成24年3月

土地取得契約(個人地権者）平成24年1月

土地取得契約(青果市場跡地）平成23年3月



■都市再生事業実施基準への適合■都市再生事業実施基準への適合

1212

■政策的意義及び民間のみでは実施困難な要因(1/2)

適
合

○拠点形成（基準細則第1条第1項第1号ロ）
三鷹市第３次基本計画（第２次改訂）に位置づけられた市
民センター周辺等の公共施設再配置の検討・公共施設の計
画的なリニューアルといった政策課題を踏まえ、市場跡地の
土地利用転換にあわせ、総合保健センターや体育館等の公
共公益施設の更新・集約化に必要な敷地の整備を行うこと
で、生活交流拠点の形成を図る事業

○安全・安心（基準細則第1条第1項第1号二）
地域防災計画において一時避難場所として位置づけられ
ている地区において、災害時の復旧活動拠点として機能す
る防災公園整備により、地域の防災性の向上を図る事業

政策的意義



■都市再生事業実施基準への適合■都市再生事業実施基準への適合

■政策的意義及び民間のみでは実施困難な要因(2/2)

1313

適
合

○公共性（基準細則第1条第1項第2号ニ）
三鷹市は「公共公益施設の再編」「災害に強いまちづくり」
を具現化するためには、個人地権者の土地も含み一体的に
整備を行う必要があることから、公的機関である機構の事
業実施を要望。

○施行権能（基準細則第1条第1項第2号ホ）
大規模な公共施設である防災公園の整備を行う必要があ
ることから、機構が有する施行権能に基づき事業を行うこと
が合理的（なお防災公園に隣接する市街地部分も三鷹市に
公共公益施設用地として譲渡）

民間のみで
は実施困難
な理由

適
合

土地所有者から防災公園街区整備事業に係る事業要請を
受領

地権者等の
意向

適
合

三鷹市から防災公園街区整備事業に係る事業要請を受領
地方公共団
体の意向



■都市再生事業実施基準への適合■都市再生事業実施基準への適合

1414

■事業の採算性及び適切な民間誘導

公 表 対 象 外収入

支出

検証結果 適合

－
整備済の敷地は、公共公益施設用地として市に特定譲渡するた
め、基準細則第3条第2項第2号の規定により確認不要

適切な
民間
誘導

適
合

事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事業
収支はともに適正に確保されている
※防災公園部分は対象外のため、以下は市街地部分のみ

○機構版NPV ： 公表対象外
○事業収支 ： 公表対象外

事業の
採算性

（単位：百万円）○市街地部分キャッシュフロー（利払い前）



 

地 区 名 鈴鹿市南玉垣・白子地区 

 所 在 三重県鈴鹿市南玉垣町、白子町他 

 事 業 手 法 防災公園街区整備事業、土地区画整理事業（個人施行） 

 地 区 面 積 ７．３ha（防災公園区域）、１７．６ ha(土地区画整理事業区域) 

 採 択 年 度 平成２１年度 

位 置 

・ 交 通 条 件 
近鉄名古屋線「白子」駅 バス５分 

従 前 の 状 況 

【 用 途 地域等 】

 

【 権 利 者 数 】

【既存家屋数等】

【土地利用状況】

第一種中高層住居専用地域(60/200) 、準工業地域（60／

200、国道 23 号線から 50ｍの範囲） 

１名（ＮＴＴ西日本） 

研修生寮、セミナーホーム、体育館他 

ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センター跡地 

平成12年度 ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ閉鎖 

平成14年度 ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地土地利用転換計画策定協議

会の設置 

平成16年3月 鈴鹿市が「ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地土地利用転換計

画」を発表 

平成20年11月 鈴鹿市が国土交通省に防災公園街区整備事業の事業化要望

を提出 

平成22年3月 

 

鈴鹿市が機構に防災公園街区整備事業（土地区画整理事業

含む）の事業要請を提出 
平成22年6月 鈴鹿市議会可決（直接施行同意、公園予定区域、債務負担） 

鈴鹿市及び機構間で基本協定締結（防災公園） 
平成22年9月 鈴鹿市、ＮＴＴ西日本及び機構間で基本協定締結（区画整理） 

ＮＴＴ西日本から機構に土地区画整理事業の事業要請 

事 業 の 

経 緯 

平成23年3月 防災公園区域の土地取得契約締結（予定） 

地

区

の

概

要 

そ の 他 － 

計  画  諸  元 

 

○事業計画概要 

・ 地域の広域避難地となる防災公園の整備及び市街地の整備改善を

一体的に行うことにより、765ha、約 22,000 人の避難困難区域が解消さ

れるなど地域の防災性向上や環境改善を図り、安心・安全に暮らせる

まちづくりを行う。 

・ みえメディカルバレー構想及び土地利用転換計画に基づき、ＮＴＴ研修

センター跡地に「新産業」及び「健康・福祉」に関連する企業誘致を図

り、研究開発等の拠点形成を図る。 

 

○土地利用計画(土地区画整理事業) 

 従前 従後 

公共用地 面積 割合 面積 割合 

道路 0.0ha 0.0％ 3.8ha 21.4％

公園 0.0ha 0.0％ 0.5ha 3.1％

 

調整池等 0.0ha 0.0％ 0.8ha 4.2％

計 0.0ha 0.0％ 5.1ha 28.7％

宅 地 17.6ha 100.0％ 12.5ha 71.3％

合 計 17.6ha 100.0％ 17.6ha 100.0％ 



政策的意義 

基準細則第１条第１項第１号イ（国家的プロジェクト）、ロ（拠点形成）、 

ニ（安全・安心）に該当 
 

・ 避難地の不足する当地区周辺地域について、防災公園の整備を行うこ

とで、防災性の向上を図る事業である。 
 

・ 当地区においては、都市再生プロジェクトである『大阪圏におけるライフ

サイエンスの国際拠点形成』における集積拠点として位置づけられる『み

えメディカルバレー構想（Ｈ14.2 三重県）』に基づき、「競争力のある医療・

健康・福祉産業の創出と集積」「医療サービス分野の高度化」等を図ること

とされ、同構想を踏まえ策定された『ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地土地

利用転換計画（Ｈ16.3 土地利用転換計画策定協議会）』において、防災公

園や医療・健康・福祉機能等を導入することとされている。 
 

・ 本事業は、このような政策課題等を踏まえ、地域の防災性の向上に加

え、都市再生プロジェクトの一翼を担うとともに、大規模な低未利用地であ

る NTT西日本研修センター跡地において、区画道路や街区公園等の公共

施設整備を行うことで研究機関等の受け皿となる用地を確保し、健康福祉

拠点の形成や生活機能の導入を図る事業である。 

適

合

民間のみで

は実施困難

な要因 

基準細則第１条第１項第２号 ニ（公共性）、ホ（施行権能）に該当 
 

・ 土地利用転換計画実現のため、土地区画整理事業に併せて大規模な公

共施設である防災公園の整備を行う必要があることから、機構が有する施

行機能に基づき事業を行うことが合理的である。 
 

・ 三重県及び鈴鹿市は、「みえメディカルバレー構想」に沿った健康福祉拠

点形成等のため、適切な民間誘導が必要となることから公的機関による事

業実施を要望。なお、土地所有者である NTT 西日本も県市の政策に沿っ

たまちづくりへの協力を望んでおり、公的機関による事業実施を要望。 

適

合

地方公共団

体の意向 

鈴鹿市から防災公園の整備及び土地区画整理事業の施行に係る要請を受

領済。 

適

合

政

策

的

意

義

及

び

民

間

の

み

で

は

実

施

困

難

な

要

因 

地権者等の

意向 
土地所有者であるＮＴＴ西日本から土地区画整理事業の要請を受領済。 

適

合

事業の採算性 
事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事業収支はともに

適正に確保されている。 

適

合

事 

業 

実 

施 

基 

準 

の 

適 

合 

状 

況 

適切な民間誘導 
保留地及び地権者換地は、土地利用転換計画等を踏まえて民間事業者等

に譲渡（保留地は公募手続きを経て譲渡）される予定。 

適

合

検 証 結 果 適合・不適合（いずれかに○） 

 
 
 

上記検証結果に対す

る事業評価監視委員

会の評価 

都市再生事業実施基準に従い、適切に検証が行われている。 



鈴鹿市南玉垣・白子地区 

 
 

 

 

白子駅 

玉垣駅 

対象地 

(土地区画整理事業区域) 

国
道
２
３
号 

対象地 

(防災公園街区整備事業区域) 

対象地 

(防災公園街区整備事業区域)

対象地 

(土地区画整理事業区域) 

国
道
２
３
号 

アピタ 

鈴鹿工業高等 

専門学校 
鈴鹿医療 

科学大学 

旭が丘小 

区域図 

位置図 

フジクラ 

鈴鹿工場 

当頁内の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図
２５０００（空間データ基盤）、数値地図２５００（空間データ基盤）及び基盤地図
情報を使用した。（承認番号 平 22業使、第 74号）なお、本成果品を第三者がさら
に複製又は使用する場合には、国土地理院長の承認を得る必要がある。 



鈴鹿市南玉垣・白子地区

平成22年度 第4回事業評価監視委員会

都市再生事業実施基準
検証結果

平成23年2月28日
独立行政法人都市再生機構



【三重県鈴鹿市】
◆人口 約20万人
◆面積 194.67km2
◆主な企業 本田技研工業㈱、

大日本住友製薬㈱、
富士電機㈱ 他

◆その他 鈴鹿サーキット

鈴鹿市南玉垣・
白子地区

約50km

10km

20km

30km

40km

愛知県

滋賀県

三重県

四日市市

亀山市

津市

東名高速

東海環状

豊田ＪＣＴ

伊勢湾岸自動車道

四日市ＪＣＴ
東名阪自動車道

新名神高速道路

伊勢自動車道

東名阪自動車道

名古屋高速

知多半島道路

伊勢湾

鈴鹿市

名古屋

位置図



◆所在地
三重県鈴鹿市南玉垣町、
白子町ほか

◆交通条件

近鉄名古屋駅

白子駅

近鉄特急39分

バス5分
（２ｋｍ） 鈴鹿サーキット

鈴鹿市役所

国道23号

鈴鹿市南玉垣・
白子地区

近鉄白子駅

1
k
m

3
k
m

5
k
m

当該地区

位置図

伊勢鉄道線

近鉄鈴鹿線

玉垣駅

本田技研工業

近鉄名古屋線

鈴鹿警察署

鈴鹿駅
平田町駅

鈴鹿サーキッ
ト稲生駅

当頁内の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図２５０００（空間データ基盤）、
数値地図２５００（空間データ基盤）及び基盤地図情報を使用した。（承認番号 平22業使、第74号）なお、本成果品を
第三者がさらに複製又は使用する場合には、国土地理院長の承認を得る必要がある。



鈴鹿医療科学大学薬学部
（H20年4月開校）

国道２３号

鈴鹿工業高等
専門学校

アピタ

旭ケ丘
幼稚園

旭ケ丘
小学校

◆敷地全体 約33.5ha

◆事業区域 約24.9ha
防災公園区域 7.3ha

土地区画整理事業区域 17.6ha

・鈴鹿医療科学大学 約8.6ha

地区の現況（全体）

ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地（約33.5ha）

土地区画整理事業区域
（市街地整備区域）

防災公園区域



事業の経緯

防災公園区域の土地取得契約締結Ｈ２３． ２

鈴鹿市、ＮＴＴ、都市機構間で基本協定締結（区画整理）

ＮＴＴから都市機構に土地区画整理事業の事業要請
Ｈ２２． ９

鈴鹿市議会可決（直接施行同意、公園予定区域、債務負担）

鈴鹿市、都市機構間で基本協定締結（防災公園）
Ｈ２２． ６

鈴鹿市が国土交通省に防災公園街区整備事業の事業化要望Ｈ２０．１１

内 容時 期

鈴鹿市から都市機構に防災公園街区整備事業の事業要請Ｈ２２． ３

鈴鹿医療科学大学薬学部の開校（三重県初の薬学部）Ｈ２０． ４

ＮＴＴ西日本が用地の一部を鈴鹿医療科学大学へ譲渡・賃貸借
契約締結

Ｈ１９． ５

ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地土地利用転換計画策定

（三重県、鈴鹿市、ＮＴＴ西日本、旧地域公団、学識経験者等に
よる土地利用転換計画策定協議会が策定）

Ｈ１６． ３

ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センター閉鎖Ｈ１３． ３



【みえメディカルバレー構想】
⇒都市再生プロジェクト（第2次決定）に位置づけられた構想で、県内の大学や研究機
関、企業、サービス事業者などの産学官民による有機的なネットワークを核にして、
次代を担う医療・健康・福祉産業の創出と集積を目指す。

【ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地土地利用転換
計画】
⇒ 大学、防災公園、健康福祉機能等の導入を位置づけ

【鈴鹿市都市マスタープラン】
⇒ 白子地区周辺は、「名古屋圏を意識した住環境の整備とレクレーション機能の向
上、業務サービス機能を提供する業務地の整備」を行うこととなっている。
また、鈴鹿医療科学大学、鈴鹿工業高等専門学校を含むその周辺地区を『産学官

民交流モデルゾーン』と位置づけ。

【鈴鹿市地域防災計画】
⇒整備完了後、防災公園部分を広域避難地として位置づけ

（H14.2 三重県）

（H20.10 鈴鹿市）

上位計画等

（H16.3 土地利用転換計画策定協議会）
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駐車場：駐車場：ライフライン供給事業ライフライン供給事業
者の活動・資材集積スペース者の活動・資材集積スペース

Ⅱ．個別事業の概要（防災公園）防災公園としての機能配置図(案)

多目的広場：多目的広場：避難場所となる広場避難場所となる広場
いずれかに緊急用へリポートを設置いずれかに緊急用へリポートを設置

メイン出入口メイン出入口

サブ出入口サブ出入口

災害用トイレ

災害用トイレ

災害用トイレ

芝生広場：芝生広場：避難場所避難場所
となる広場となる広場

防火樹林帯

防災用井戸

中央広場：中央広場：情報伝達、備蓄物資、情報伝達、備蓄物資、
給水の提供の場給水の提供の場

備蓄倉庫・放送設備・
非常用電源

パーゴラ
（テント設営可能）

国道23号（緊急輸送路）

凡例
出入口（歩行者）
出入口（車両）



広域避難地の確保
避難対象区域 1,010ha
人口 約31，500人
避難地面積
０．74→１．９９㎡/人

事業地区

避難困難区域の解消
対象区域 765ｈａ
人口 約22,400人

整備効果（広域避難地）



土地区画整理事業の概要

街区公園

5,400㎡

調整池

7,100㎡

区画道路

Ｗ＝6～16m

新産業関連

医療，健康福祉

住宅系
（環境，健康）



土地区画整理事業 （土地利用計画）
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○政策的意義及び民間のみでは実施困難な要因①

適
合

■国家的プロジェクト （基準細則第１条第１項第１号イ）

■低未利用地の土地利用転換による都市機能高度化、既成市街
地における拠点の形成 （基準細則第１条第１項第１号ロ）

■安全で安心して暮らせるまちづくり （基準細則第１条第１項第１号ニ）

• 避難地の不足する当地区周辺地域について、防災公園の整備を
行うことで、防災性の向上を図る事業である。

• 当地区は、都市再生プロジェクトとして位置づけられる「みえメ
ディカルバレー構想」に基づき「競争力のある医療・健康・福祉産
業の創出と集積」「医療サービス分野の高度化」等を図ることとさ
れ、同構想を踏まえ策定された「ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡
地土地利用転換計画」において、防災公園や医療・健康・福祉機
能等を導入することとされている。

• 本事業は、このような政策課題等を踏まえ、地域の防災性の向
上に加え、都市再生プロジェクトの一翼を担うとともに、大規模な
低未利用地であるNTT西日本研修センター跡地において、区画
道路や街区公園等の公共施設整備を行うことで研究機関等の受
け皿となる用地を確保し、健康福祉拠点の形成や生活機能の導
入を図る事業である。

政策的
意義

事業実施基準への適合



○政策的意義及び民間のみでは実施困難な要因②

事業実施基準への適合

適
合

■公的機関としての公共性（基準細則第１条第１項第２号ニ）に該当
■施行権能に基づく事業執行（基準細則第１条第１項第２号ホ）に該当
• 土地利用転換計画実現のため、土地区画整理事業に併せて
大規模な公共施設である防災公園の整備を行う必要がある
ことから、機構が有する施行機能に基づき事業を行うことが合
理的である。

• 三重県及び鈴鹿市は、「みえメディカルバレー構想」に沿った
健康福祉拠点形成等のため、適切な民間誘導が必要となる
ことから公的機関による事業実施を要望。なお、土地所有者
であるNTT西日本も県市の政策に沿ったまちづくりへの協力
を望んでおり、公的機関による事業実施を要望。

民間のみで
は実施困難
な要因



○政策的意義及び民間のみでは実施困難な要因③

事業実施基準への適合

適
合

土地所有者であるＮＴＴ西日本から土地区画整理事業の要請を
受領済。

地権者等の
意向

適
合

鈴鹿市から防災公園の整備と土地区画整理事業の施行に係る
要請を受領済。

地方公共団
体の意向



○事業の採算性及び適切な民間誘導

適
合

保留地及び地権者換地は、土地利用転換計画等を踏まえて民
間事業者等に譲渡（保留地は公募手続きを経て譲渡）される予
定。

適切な民
間誘導

適
合

事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事業
収支はともに適正に確保されている。
＊公園部分は原価譲渡事業のため、以下は区画整理事業のみ

○キャッシュフロー（利払い前）

○機構版NPV ： 公表対象外
○事業収支 ： 公表対象外

事業の採
算性

適合検証結果

事業実施基準への適合

公 表 対 象 外
支 出

収 入

＜土地区画整理事業＞



【 別 紙 ４ 】 

 

(1) 再評価実施事業の対応方針 

地 区 名 事業手法等 対応方針 

大手町 土地区画整理事業 事業継続 

千葉北部（公共下水道） 特定公共施設整備事業 事業継続 

流山新市街地（公共下水道） 特定公共施設整備事業 事業継続 

葛城・萱丸（公共下水道） 特定公共施設整備事業 事業継続 

 

 

 

(2) 事後評価実施事業の対応方針 

地 区 名 事業手法等 対応方針 

今後の事後評価の必要性 無 

横浜北部新都市第一・第二 土地区画整理事業 

改善措置の必要性 無 

今後の事後評価の必要性 無 

薬院大通り西 市街地再開発事業 
改善措置の必要性 無 

 
                                        以 上 
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